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(57)【要約】
　本発明は、前側末端部領域と、後側末端部領域と、該
前側及び該後側末端部領域の間に配置された中央領域と
、横方向軸線及び縦方向軸線とを有する吸収性物品を対
象とする。前記吸収性物品は、トップシートと、バック
シートと、トップシートとバックシートの間に配置され
た吸収性コアと、中央領域内に配置された強化構造体と
を包含する。本発明の一態様では、強化構造体は、その
各々が２つの横方向チャネルによって形成された一対の
横方向強化要素を包含する。２つの横方向チャネルは、
前記吸収性コアが前記横方向強化要素において流体源区
域よりも５～５００％（好ましくは２０～１００％、及
びより好ましくは３０～６０％）高い平均密度を有する
ように、互いに強化距離をおいて前記横方向軸線に対し
て概ね平行に配置される。
　本発明の吸収性物品は、吸収性物品が装着された時に
装着者の身体によってかけられる圧縮力に対して耐力を
生じさせる強化構造体によって、体液の漏れ防止を改善
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前側末端部領域と、後側末端部領域と、該前側及び該後側末端部領域の間に配置された
中央領域と、横方向軸線及び縦方向軸線とを有する吸収性物品であって：
　トップシートと；
　バックシートと；
　該トップシート及び該バックシートの間に配置された吸収性コアと；
　前記中央領域内に配置された、一対の横方向強化要素を包含する強化構造体であって、
前記横方向強化要素の各々が２つの横方向チャネルによって形成されている強化構造体と
を含み、
　前記２つの横方向チャネルは、前記吸収性コアが前記横方向強化要素において流体源区
域よりも５～５００％高い平均密度を有するように、互いに強化距離をおいて前記横方向
軸線に対して概ね平行に配置されている、吸収性物品。
【請求項２】
　前記横方向強化要素の少なくとも１つは、前記流体源区域の圧縮弾性率より高い圧縮弾
性率を有する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記横方向強化要素の少なくとも１つは、１３．８～３４４．７ｋＰａ（２～５０ｐｓ
ｉ）の圧縮弾性率を有する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記強化構造体は、２つの縦方向チャネルによって形成された少なくとも１つの縦方向
強化要素を更に包含する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの縦方向強化要素は、一対の縦方向強化要素を包含し、該縦方向強
化要素の各々が前記２つの縦方向チャネルによって形成されている、請求項４に記載の吸
収性物品。
【請求項６】
　前記横方向強化要素を形成する前記２つのチャネルは、前記縦方向軸線上に１～４０ｍ
ｍの平均距離を有する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記一対の前記横方向強化要素は、前記縦方向軸線上に２０～１１０ｍｍの縦方向距離
をおいて配置されている、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記横方向強化要素は、前記吸収性コアの最小幅の２０～１００％の横方向長さを有す
る、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項９】
　前記吸収性コアは、１００重量％のセルロース繊維を包含する、請求項１に記載の吸収
性物品。
【請求項１０】
　前記吸収性コアは、前記中央領域が前記前側又は後側末端部領域の坪量を超える坪量を
有するように、前記縦方向に輪郭付けられている、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１１】
　前記２つのチャネルの各々は、該チャネルの前記縦方向に沿って交互に繰り返されるよ
り高圧縮の部分及びより低圧縮の部分を有する、請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項１２】
　前記一対の横方向強化要素と前記一対の縦方向強化要素は、非強化要素部分によって互
いに分離されている、請求項５に記載の吸収性物品。
【請求項１３】
　前側末端部領域と、後側末端部領域と、前記前側及び後側末端部領域の間に配置された
中央領域と、横方向軸線及び縦方向軸線とを有する吸収性物品であって：
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　トップシートと；
　バックシートと；
　該トップシート及び該バックシートの間に配置された吸収性コアと；
　前記中央領域内に配置された強化構造体であって、２つの横方向チャネルによって形成
された少なくとも１つの横方向強化要素を包含する強化構造体と
を含み、
　前記２つのチャネルは、前記少なくとも１つの横方向強化要素が圧縮弾性率５５．２～
２０６．８ｋＰａ（８～３０ｐｓｉ）を有するように、互いに強化距離をおいて前記横方
向軸線に対して概ね平行に配置されている、吸収性物品。
【請求項１４】
　前記吸収性物品は、生理用ナプキン又はパンティライナーである、請求項１又は１３に
記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生理用ナプキン、パンティライナー、及び失禁パッドなど、吸収性物品に関
する。より詳細には、本発明は、横方向強化要素を有する吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生理用ナプキン、パンティライナー、及び失禁パッドなどの吸収性物品は、典型的には
下着の股領域に装着される。これらのデバイスは、人体からの液体及び他の排泄物を吸収
及び保持し、身体及び衣類の汚れを防止するように設計される。前述の種類の吸収性物品
は、典型的には装着者のパンティーなどの衣類内に配置され、身体の生殖器区域（又は液
体の排泄の源）に隣接して装着者の脚の間に装着される。
【０００３】
　現在販売されている従来の比較的厚い生理用ナプキン製品は、製品の増加された長さと
厚さの組み合わせ（輪郭付けられている又は変化したキャリパーを包含してもよい）を利
用することにより、ある程度の汚れからの防護性を提供する。しかし、特に吸収性物品が
装着された時に装着者の身体によってかけられることのある強い圧縮力によって生理用ナ
プキンが圧縮される場合、これらの製品は、体液の漏れを完全に防ぐと考えられていない
。したがって、これらの製品の特に中央領域の両側において、また時には前側及び／又は
後側領域において漏れが起こり得る。この問題は、従来の比較的厚い生理用ナプキン製品
だけでなく、比較的より薄くてより小さい生理用ナプキンなどの他の従来の製品、並びに
他の種類の吸収性物品、例えば、市販のパンティライナー、おむつ、及び失禁パッドにお
いて見られる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、体液の漏れ防止を改善する吸収性物品の必要性がある。吸収性物品が装着
された時に装着者の身体によってかけられる圧縮力に対して耐力を生むことのできる構造
体を有する吸収性物品の別の必要性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、前側末端部領域と、後側末端部領域と、該前側及び該後側末端部領域の間に
配置された中央領域と、横方向軸線及び縦方向軸線とを有する吸収性物品を対象とする。
吸収性物品は、トップシートと、バックシートと、該トップシート及び該バックシートの
間に配置された吸収性コアと、前記中央領域内に配置された強化構造体とを包含する。
【０００６】
　本発明の一態様では、強化構造体は、その各々が２つの横方向チャネルによって形成さ
れた一対の横方向強化要素を包含する。２つの横方向チャネルは、前記吸収性コアが前記
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横方向強化要素において流体源区域よりも５～５００％（好ましくは２０～１００％、及
びより好ましくは３０～６０％）高い平均密度を有するように、互いに強化距離をおいて
前記横方向軸線に対して概ね平行に配置される。
【０００７】
　本発明の別の態様では、強化構造体は、２つの横方向チャネルによって形成された少な
くとも１つの横方向強化要素を包含する。２つのチャネルは、少なくとも１つの横方向強
化要素が５５．２～２０６．８ｋＰａ（８～３０ｐｓｉ）の圧縮弾性率を有するように、
互いに強化距離をおいて横方向軸線に対して概ね平行に配置される。
【０００８】
　前述のことは、体液の漏れ防止を改善する吸収性物品の必要性に応える。また前述のこ
とは、吸収性物品が装着された時に装着者の身体によってかけられる圧縮力に対して耐力
を生むことのできる構造体を有する吸収性物品の必要性に応える。
【０００９】
　本発明のこれら及び他の特徴、態様、及び利点は、本開示を読むことにより当業者に明
らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本明細書において、「含む」及び「包含する」とは、最終結果に影響を与えない他の要
素及び／又は他の工程を付加できることを意味する。これらの用語の各々は、「から成る
」及び「から本質的に成る」という用語を包含する。
【００１１】
　本明細書において、「吸収性物品」とは、体液などの身体滲出物又は排泄物を吸収し、
封入する物品を指し、生理用ナプキン、パンティライナー、おむつ、及び失禁パッド（並
びに衣類の股領域に装着される他の物品）を包含することを意図する。
【００１２】
　本明細書において、「使い捨て物品」とは、一回使用した後に廃棄したり、堆肥化した
り、或いは、環境に適合した方式で処分されたりすることを意図される物品を指す。（即
ち、洗濯、別の方法での復元、又は吸収性物品としての再使用が意図されない。）
　本明細書において、「生理用ナプキン」とは、女性が外陰部に隣接して装着する物品で
あって、身体から排泄される様々な滲出物（例えば、血液、経血、及び尿）を吸収及び保
持することを意図される物品を指す。しかし、本発明は、衣類の股領域に装着されるパン
ティライナー、おむつ、及び失禁パッドなど、他の衛生用パッドにも適用できることを理
解されたい。
【００１３】
　本明細書において、「接合される」とは、ある要素を別の要素に直接的に取り付けるこ
とによって、前記要素を別の要素に直接的に固定する構成、ある要素を中間部材（１又は
複数）に取り付け、次いで、その中間部材を別の要素に取り付けることによって、前記要
素を別の要素に間接的に固定する構成、及びある要素が別の要素と一体になる構成、すな
わち、ある要素が本質的には別の要素の一部になっている構成を包含する。
【００１４】
　本明細書において、「身体面」とは、装着者の身体に面する、吸収性物品及び／又はそ
れらの構成要素の部材の表面を指し、一方、「衣類面」とは、吸収性物品を装着した時に
装着者から離れて面する、吸収性物品及び／又はそれらの構成要素の部材の対向する表面
を指す。トップシート、バックシート、吸収性コア、及びそれらの構成要素のあらゆる個
々の層を包含する吸収性物品及びその構成要素は、身体面と衣類面とを有する。
【００１５】
　本明細書において、「流体源の区域」とは、吸収性物品が装着された時に装着者の体液
の源が最も近くに来るものと予想される吸収性物品の身体面の特定区域の部分を指す。
【００１６】
　本明細書において、「縦方向」とは、吸収性物品が装着された時に、立っている装着者



(5) JP 2008-541943 A 2008.11.27

10

20

30

40

50

を左半身と右半身とに二分する垂直平面と概ね整合されている（例えば、ほぼ平行である
）吸収性物品の平面内の線、軸線、又は方向を指す。本明細書において、「縦方向軸線」
とは、吸収性物品の身体面を前記線に沿って対称に二分する縦方向軸線を指す
　本明細書において、「横方向（transverse）」又は「横に向かった（lateral）」とは
、縦方向に対して概ね垂直な、吸収性物品の平面内にある線、軸線、又は方向を指す。本
明細書において、「横方向軸線」とは、流体源の区域の中央で縦方向軸線と交差する横方
向軸線を指す。
【００１７】
　図１は、本発明の吸収性物品の好ましい実施形態の平面図である。図１～５に示した好
ましい実施形態では、吸収性物品は、比較的厚い使い捨て生理用ナプキン２０である。
【００１８】
　生理用ナプキン２０は、２つの表面、液体透過性の身体面（又は身体接触表面）２０Ａ
と、液体不透過性の衣類面２０Ｂとを有する。身体面２０Ａは、装着者の身体に隣接して
装着されることを意図する。生理用ナプキン２０の衣類面２０Ｂは、反対側にあり、生理
用ナプキン２０が装着される時、装着者の下着に隣接して配置されることを意図する。
【００１９】
　図１に関して、生理用ナプキン２０は、縦方向軸線Ｌと、横方向軸線Ｔとを有する。縦
方向軸線Ｌは、流体源の区域ＦＳの中心で横方向軸線Ｔと交差する。生理用ナプキン２０
は、２つの離間した縦方向縁部２２と、２つの離間した横方向縁部又は終縁部２４とを有
しており、これらは、生理用ナプキン２０の周囲２６を共同で形成する。生理用ナプキン
２０はまた、２つの末端部領域、即ち、前側末端部領域２８と、後側末端部領域３０とを
有する。中央領域３２は、末端部領域２８と３０の間に配置される。生理用ナプキン２０
は、中央領域３２において一対の中央サイドフラップ５２を包含する。各フラップ５２は
、中央領域３２において本体部分２５から横方向外方に延びる。
【００２０】
　前側末端部領域２８は、生理用ナプキン２０が装着される時、装着者の身体の前側に配
置される領域として画定される。後側末端部領域３０は、装着者の身体の後側に配置され
る区域として画定される。中央領域３２は、装着者の会陰の真下に概ね位置し、最大量の
経血を収容する区域として画定される。
【００２１】
　好ましい実施形態では、各領域は、流体源の区域ＦＳの位置に関して画定され得る。具
体的には、中央領域３２は、流体源の区域ＦＳの中心から３０～１０５ｍｍ（好ましくは
５０～７０ｍｍ）の範囲から選択される縦方向距離で終わる。図１に示された実施形態で
は、中央領域３２は、５８ｍｍの縦方向距離で終わる。換言すれば、前側及び後側末端部
領域２８及び３０の各々は、流体源の区域ＦＳの中心からその縦方向距離でそれぞれ始ま
る。
【００２２】
　図２は、図１の切断線２－２に沿って取った生理用ナプキン２０の断面図であり、図１
に示した生理用ナプキン２０の個々の構成要素を示す。図２に示した生理用ナプキン２０
は、少なくとも３つの主構成要素、即ち、トップシート３８と、バックシート４０と、ト
ップシート３８とバックシート４０の間に配置された、縦方向縁部４８を有する吸収性コ
ア４２とを概ね含む。中央サイドフラップ５２は、中央領域３２内において吸収性コア４
２の対応する縦方向縁部４８から横方向外方に延びる。トップシート３８、バックシート
４０、及び吸収性コア４２は、そのような構成要素に適したものとして当該技術分野にお
いて既知の、あらゆる種類の材料を含むことができる。
【００２３】
　再び図１に関して、生理用ナプキン２０は、中央領域３２内に形成された中央チャネル
１２を包含する。中央チャネル１２は、外方に凸状の一対の縦方向チャネル６１と外方に
凸状の一対の横方向チャネル６２とを包含する、楕円形のチャネル６０を好ましくは包含
する。本明細書において、「外方に凸状の」とは、縦方向又は横方向軸線Ｌ又はＴから見
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たときに特定のチャネルが外方に延びた曲線形状（多角形の線形状を包含する）を有する
ことを意味する。中央チャネル１２は、楕円形のチャネル６０によって包囲される区域内
に、内方に凸状の一対の縦方向チャネル６３と外方に凸状の一対の横方向チャネル６４と
を更に包含する。本明細書において、「内方に凸状の」とは、縦方向又は横方向軸線Ｌ又
はＴから見たときに特定のチャネルが内方に延びた曲線形状（多角形の線形状を包含する
）を有することを意味する。その総数、並びに各構成要素チャネルの長さ及び形状を包含
する中央チャネル１２の設計は、生理用ナプキン２０の設計に応じて変更できる。
【００２４】
　楕円形のチャネル６０は、あらゆる楕円形のような形状をとることができ、例えば、数
学によって定義される事実上の楕円形状、及び眼の形状（即ち、２つの弧のような線によ
って形成された形状）、並びに同種のものが挙げられる。図１に示した好ましい実施形態
では、楕円形のチャネル６０は、外方に凸状の一対の縦方向チャネル６１と外方に凸状の
一対の横方向チャネル６２とを包含する。好ましくは、楕円形のチャネル６０は、２５～
２０５ｍｍの最大長及び１０～７５ｍｍの最大幅を有する。（本明細書において、楕円形
のチャネル６０の最大長及び最大幅はそれぞれ、縦方向軸線Ｌ及び横方向軸線Ｔ上で測定
される。）より好ましくは、楕円形のチャネル６０は、６０～１５０ｍｍの最大長及び３
５～５５ｍｍの最大幅を有する。図１に示した好ましい実施形態では、楕円形のチャネル
６０は、９６ｍｍの最大長及び４８ｍｍの最大幅を有する。
【００２５】
　楕円形のチャネル６０は中央領域３２でチャネル構造体によって画定される概ね閉じた
区域を形成し、それはその区域内で吸収性コア４２により吸収された体液を保持するのに
貢献し得るので、楕円形のチャネル６０は必ずしも必要であるとは限らないが好ましい。
【００２６】
　再び図１に関して、生理用ナプキン２０は、中央領域３２内に配置された強化構造体７
０を包含する。本発明の強化構造体７０は、２つの（少なくとも）横方向チャネル６２及
び６４によって形成された少なくとも１つの横方向強化要素７１を包含する。横方向強化
要素が５５．２～２０６．８ｋＰａ（８～３０ｐｓｉ）、及びより好ましくは６８．９～
１３７．９ｋＰａ（１０～２０ｐｓｉ）の圧縮弾性率を有するように、２つのチャネル６
２及び６４は、強化距離ＲＤをおいて横方向軸線Ｔに対して概ね平行に配置される。本明
細書において、「圧縮弾性率」とは、試料部材が当初の厚さの７５％で（即ち、２５％の
ひずみで）連続的に押し下げられた時に単位ひずみを引き起こすのに必要とされる、圧力
ｋＰａ（キロパスカル）の割合として定義される。吸収性物品の特定部分における圧縮弾
性率は、身体面２０Ａに対して平行な特定部分及び垂直な特定部分の両方における硬さ、
そしてそれ故、外部からかけられる圧縮力に対して生じる耐力、と相関している。例えば
、吸収性物品の特定部分が他の部分よりもより高い圧縮弾性率を有するならば、その特定
部分は、外部からかけられる圧縮力に対してより高い耐力を生むことができる。吸収性物
品の圧縮弾性率を測定するための好ましい試験方法は、以下に「試験方法」の項に開示さ
れる。
【００２７】
　本明細書において、「強化要素」とは、吸収性物品の、その周囲の部分（単数又は複数
）よりもより高い剛性を有する部分構成要素である。強化要素は、互いに概ね平行な２つ
のチャネルによって形成される。有効な強化要素を形成するために、２つのチャネルは、
互いに強化距離をおいて概ね平行に配置される。本明細書において、「強化距離」とは、
吸収性物品のその周囲の部分（単数又は複数）よりもより高い圧縮弾性率を生むことので
きる、２つのチャネルの平均距離である。本明細書において、２つの概ね長い構成要素の
「距離」は、縦方向又は横方向において２つの構成要素の２つの対応点間の間隔として測
定される。
【００２８】
　好ましい実施形態では、２つのチャネルの強化距離は、吸収性コアが他の非圧縮（又は
非エンボス加工）区域よりも横方向強化要素においてより高い平均密度を有するように、
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選択される。本明細書において、吸収性コアの平均密度は、約２ｃｍ２の面積を有する円
形のコンパレータ足部を使用して０．０４９ｋＰａの圧力下で測定されるキャリパーによ
り計算される。
【００２９】
　好ましくは、２つのチャネルの強化距離は、強化要素が吸収性物品内の部分（単数又は
複数）において必要とされる十分な耐力を生むことができるように、選択される。好まし
くは、強化要素を形成する２つのチャネルは、１～４０ｍｍ、好ましくは２～２０ｍｍ、
及び最も好ましくは４～８ｍｍの強化距離を有する。結果として、強化要素は、吸収性物
品が装着された時に装着者の身体によりかけられる圧縮力に対して耐力を生むことができ
るように、吸収性物品のその周囲の部分（単数又は複数）よりも概してより硬い。
【００３０】
　図１に示した強化構造体７０は、４つの横方向チャネル６２及び６４によって形成され
た一対の横方向強化要素７１を包含する。好ましい実施形態では、２つのチャネルの強化
距離は、吸収性コア４２が流体源の区域ＦＳのそれよりも強化要素において更に５～５０
０％（好ましくは２０～１００％、及びより好ましくは３０～６０％）高い平均密度を有
するように、選択される。好ましくは、２つの横方向チャネル６２及び６４の強化距離は
、横方向強化要素７１が流体源の区域ＦＳのそれよりもより高い圧縮弾性率を有するよう
に、選択される。より好ましくは、２つの横方向チャネル６２及び６４の強化距離は、横
方向強化要素７１が１３．８～３４４．７ｋＰａ（２～５０ｐｓｉ）、好ましくは５５．
２～２０６．８ｋＰａ（８～３０ｐｓｉ）、及びより好ましくは６８．９～１３７．９ｋ
Ｐａ（１０～２０ｐｓｉ）の圧縮弾性率を有するように、選択される。
【００３１】
　強化要素７１におけるそのようなより高い圧縮弾性率は、横方向チャネル６２及び６４
の形成に起因する、強化要素７１における吸収性コア材料のより高い密度によりもたらさ
れる。例えば、図１の実施形態では、吸収性コア４２は、流体源の区域ＦＳよりも横方向
強化要素７１において更に５～５００％（好ましくは２０～１００％、及び更により好ま
しくは３０～６０％）高い平均密度を有する、１００重量％のセルロース繊維を包含する
。
【００３２】
　横方向強化要素７１の縦方向距離は、生理用ナプキン２０の設計に応じて決まる。好ま
しくは、一対の横方向強化要素７１は、縦方向軸線上に２０～１１０ｍｍ、好ましくは５
０～１００ｍｍ、及びより好ましくは８０～９０ｍｍの縦方向距離をおいて配置される。
本明細書において、横方向強化要素７１の縦方向距離は、縦方向軸線Ｌ上で各横方向強化
要素７１の中心位置の間で測定される。
【００３３】
　横方向強化要素７１の横方向長さもまた、生理用ナプキン２０の設計に応じて決まる。
好ましくは横方向強化要素７１は、吸収性コア４２の最小幅の２０～１００％（好ましく
は３０～７０、及び更により好ましくは４０～５０％）の横方向長さを有する。（吸収性
コア４２の幅は、吸収性コア４２の縦方向縁部４８間の横方向距離によって画定される。
）
　強化構造体７０（即ち、強化要素）を形成するチャネル６２及び６４の総数及び長さは
、生理用ナプキン２０の設計に応じて変更できる。一実施形態では、生理用ナプキン２０
は横方向チャネルを２つだけ包含しており、これらは典型的には横方向軸線Ｔ上に配置さ
れた強化要素を１つだけ形成する（図示せず）。
【００３４】
　生理用ナプキン２０は、縦方向軸線Ｌに対して概ね平行な方向に延びる、少なくとも１
つの縦方向チャネルを好ましくは包含する。一実施形態では、生理用ナプキン２０は、典
型的には縦方向軸線Ｌ上に配置された縦方向チャネルを１つだけ包含する。好ましくは、
総数は少なくとも２つであり、１つの縦方向チャネルは縦方向軸線Ｌの両側に対称に配置
される。
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【００３５】
　再び図１に関して、生理用ナプキン２０は、縦方向軸線Ｌに対して概ね平行な方向に延
びる４つの縦方向チャネル、即ち、一対の縦方向チャネル６１及び一対の縦方向チャネル
６３を包含する。これら縦方向チャネル６１及び６３は、縦方向軸線Ｌの両側に対称に配
置される。
【００３６】
　強化構造体７０は、縦方向及び横方向（単数又は複数）の両方において追加的な強化要
素（単数又は複数）を包含し得る。そのような追加的な強化要素（単数又は複数）は、い
かなる領域２８，３０，３２にも配置され得るが、好ましくは中央領域３２内に配置され
得る。好ましい一実施形態では、強化構造体は、２つの縦方向チャネルによって形成され
た、少なくとも１つの縦方向強化要素を包含する。図１に示された実施形態では、強化構
造体７０は、その各々が２つの縦方向チャネル６１及び６３によって形成された一対の縦
方向強化要素７２を包含する。２つの縦方向チャネル６１及び６３は、吸収性コア４２が
流体源の区域ＦＳのそれよりも横方向強化要素において５～５００％（好ましくは２０～
１００％、及びより好ましくは３０～６０％）高い平均密度を有するように、互いに強化
距離をおいて縦方向軸線Ｌに対して概ね平行に配置される。好ましくは、２つの縦方向チ
ャネル６１及び６３の強化距離は、縦方向強化要素が１３．８～３４４．７ｋＰａ（２～
５０ｐｓｉ）、好ましくは５５．２～２０６．８ｋＰａ（８～３０ｐｓｉ）、及びより好
ましくは６８．９～１３７．９ｋＰａ（１０～２０ｐｓｉ）の圧縮弾性率を有するように
、選択される。
【００３７】
　図１に示された実施形態では、一対の横方向強化要素７１と一対の縦方向強化要素７２
は、非強化要素部分７５によって互いに分離される（換言すれば、それらは非チャネル部
分７５によって接続している）。しかし、所望する場合、一対の横方向強化要素７１と一
対の縦方向強化要素７２は、強化要素部分（図示せず）によって互いに接続することがで
きる。
【００３８】
　再び図１に関して、生理用ナプキン２０は、前側末端部領域２８内に形成された前側チ
ャネル１１と、後側末端部領域３０内に形成された後側チャネル１３とを好ましくは包含
する。前側チャネル１１は、外方に凸状の２つの円弧形チャネル１１ａ及び１１ｂを包含
する一方、後側チャネル１３は、外方に凸状の２つの円弧形チャネル１３ａ及び１３ｂを
包含する。前側チャネル１１及び後側チャネル１３は任意であるが、それらは、特に図１
に示されるように各領域２８及び３０において外方に凸状の円弧様の強化要素７３，７４
も提供する場合、好ましいことに留意されたい。即ち、生理用ナプキン２０は、前側末端
部領域２８内に形成された２つの円弧形チャネル１１ａ及び１１ｂによって形成された外
方に凸状の円弧様の強化要素７３と、後側末端部領域３０内に形成された２つの円弧形チ
ャネル１３ａ及び１３ｂによって形成された外方に凸状の円弧様の強化要素７４とを更に
包含する。これら円弧様の強化要素７３及び７４は、吸収性物品が装着された時に装着者
の身体によって各領域２８，３０内にかけられることのある圧縮力に対して耐力を生むこ
ともできる。加えて、円弧様の強化要素７３及び７４の各々は、各領域２８，３０におけ
る他の部分よりもより高い密度（そしてそれ故、より高いウィッキング効果）を有するの
で、各領域２８，３０における吸収性コア材料の効果的な使用に役立つこともできる。更
に、前側及び後側チャネル１１及び１３の両方は、チャネルの内側区域内に吸収された体
液を保持するのに役立つことができる。
【００３９】
　本明細書において、「チャネル」（又はしばしば「エンボス加工チャネル」と呼ばれる
）とは、吸収性物品の少なくとも一部分内に形成された概ね細長い凹みを指す。チャネル
は、吸収性物品の製造プロセスで、チャネル部分においてトップシート及び吸収性コアの
材料を圧縮するか又はエンボス加工することによって形成され得る。
【００４０】
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　典型的には、チャネルは、圧縮力を、バックシートに向ってトップシート及び吸収性コ
アの少なくともの一部の両方に印加することによって形成される。チャネル部分のトップ
シートの材料は、吸収性コア内に押し下げられ、またトップシート及び吸収性コアの材料
は、チャネル部分の底部において、またチャネル部分の底部の下で、圧縮される。この操
作（しばしば「エンボス加工プロセス」と呼ばれる）によって、吸収性物品のチャネル部
分は、チャネル部分の他の部分（単数又は複数）又は周囲の部分（単数又は複数）よりも
比較的高い密度を有する。本発明のチャネルは、当該技術分野において既知の製造プロセ
スによって形成され得る。
【００４１】
　チャネルは、体液の流れを、チャネルが延びる方向に沿って優先的に拡散させるか又は
導く傾向がある。したがって、チャネルは、吸収性物品の中の体液の流れを制御し、それ
によって吸収性物品からの体液漏れを防ぐのに有用である。チャネルは、吸収性物品の優
先的な曲げ軸線として働く傾向もある。したがって、吸収性物品は、吸収性物品の改善さ
れたフィット性を装着者の身体に与えるように、チャネル部分で曲がってもよい。そのよ
うな吸収性物品の改善されたフィット性はまた、吸収性物品からの体液漏れ防止の改善に
貢献できることに留意されたい。
【００４２】
　本発明のチャネルは、連続的又は非連続的のどちらかであり得る。本明細書において、
「非連続的」とは、非チャネル部分によってチャネルを分離できることを意味する。本明
細書において、「非チャネル部分」とは、吸収性物品の、連続して配置された２つの構成
要素チャネル部分間にチャネルが形成されていない部分を指す。１つの非連続的なチャネ
ルは、非チャネル部分によって分離された、２つ又はそれより多くの構成要素チャネル部
分を包含する。２つの構成要素チャネル部分の間の距離（即ち、非チャネル部分の長さ）
は、製品設計に応じて変更できる。好ましくは、非チャネル部分の長さは、０～２０ｍｍ
、より好ましくは２～１０ｍｍ、さらにより好ましくは３～６ｍｍである。
【００４３】
　好ましい一実施形態では、チャネルは、均一な（又は単一レベルの）圧縮力を、バック
シートに向ってトップシート及び吸収性コアに印加することによって形成される。あるい
は、チャネルは、２つ以上のレベルの圧縮力を、バックシートに向ってトップシート及び
吸収性コアに印加し、それによって「２段階（又はそれより多く）のチャネル構造体」を
形成することによって形成され得る。
【００４４】
　図１及び２に示した好ましい実施形態では、２つのレベルの圧縮力を、バックシート４
０に向ってトップシート３８及び吸収性コア４２に印加することによって、チャネル１１
，１２及び１３を全て形成する。２つのレベルの圧縮力（即ち、より高い圧縮とより低い
圧縮）を印加することによって、得られるチャネルにおける２段階の深さの部分（即ち、
「２段階のチャネル構造体」）、即ち、第１部分８１及び第２部分８２を生み出す。
【００４５】
　図３は、図１に示した生理用ナプキン２０に形成された１つのチャネルの斜視図である
。この実施形態では、チャネル６２は、２つの側壁（又はチャネル壁）８３及び８４を有
する。第１部分８１は、より高い圧縮によって形成される一方、第２部分８２は、より低
い圧縮によって形成される。吸収性コア４２は、より高い圧縮の部分８１において、より
低い圧縮の部分８２よりも多く圧縮される。図５（及び図３も）に示された実施形態では
、より高い圧縮の部分８１は、チャネル６２の最も低い部分を形成する一方、より低い圧
縮の部分８２は、チャネル６２内のより高い部分を形成する。より高い圧縮の第１部分８
１は、圧縮力の差異の結果として、より低い圧縮の部分８２よりもより高い密度を有する
。そのような２段階のチャネル構造体は、（差異のない圧縮力を印加することによって形
成される）段階の差異を有さないチャネル構造体に比べ、使用中により良い快適性を装着
者の身体にもたらすことができるので、好ましい。加えて、圧縮力は、より高い圧縮の部
分８１においてより多く集中するので、２段階のチャネル構造体は、部分８１におけるト
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ップシート３８と吸収性コア４２の間の接合強度を増加させることもできる。
【００４６】
　より高い圧縮によって形成される第１部分８１は、一方のチャネル壁８３から延びるが
、他方のチャネル壁８４には到達しない。図３に示された実施形態では、より高い圧縮に
よって形成される第１部分８１の形状は、ほとんど方形である。しかし、第１部分８１の
形状は、生理用ナプキン２０のチャネル設計に応じて変更できる。第１部分８１の長さ、
幅、及び深さもまた、生理用ナプキン２０のチャネル設計に応じて変更できる。同様に、
第２部分８２の形状、長さ、幅、及び深さもまた、生理用ナプキン２０のチャネル設計に
応じて変更できる。
【００４７】
　より高い圧縮によって形成される第１部分８１は、互いに離間している。２つの隣接し
た部分８１の距離又は間隔は、一貫しているか又は一貫していないかのどちらかであり得
る。図１に示された実施形態では、２つの隣接する部分８１の距離は、一貫している。
【００４８】
　代替実施形態（図示せず）では、第１部分８１が、より低い圧縮によって形成されても
よく、また第２部分８２が、より高い圧縮によって形成されてもよい。これは、チャネル
の反対の地理的形状（geographic shape）を生み出す。
【００４９】
　本発明に適用可能な様々な好ましいチャネル構造体は、例えば、米国特許第６，５６３
，０１３号（ムロタ（Murota）、２００３年５月１３日発行）に開示されている。この公
報は、好ましくは本発明の実施形態に適用可能な「２段階のチャネル構造体」の例を開示
している。
【００５０】
　図３に示された実施形態では、より高い圧縮によって形成される第１部分８１は、一方
のチャネル壁８３から延びるが、他方のチャネル壁８４には到達しない。このチャネル構
造体は、「ステッチ状の（stitched）チャネル構造体」と呼ばれる。
【００５１】
　しかし、これが必ずしも必要であるとは限らない。そのようなステッチ状のチャネル構
造体の代わりに、より高い圧縮によって形成される第１部分８１は、一方のチャネル壁８
３から他方のチャネル壁８４まで延びることができる。そのような構造は、チャネル６２
の縦方向に沿って、より高い圧縮とより低い圧縮を交互に印加することによって生み出さ
れ得る。そのようなチャネル構造体は、例えば、米国特許第５，７９５，３４５号（ミズ
タニ（Mizutani）ら、１９９８年８月１８日発行）に開示されている。
【００５２】
　トップシート３８は、好ましくは柔軟性があって、柔らかい感触で、装着者の皮膚に対
して刺激がない。更に、トップシート３８は、好ましくは液体透過性又は浸透性であり、
体液（例えば、経血及び／又は尿）が、その厚みを容易に通過することができる。トップ
シート３８に好適な液体透過性材料は、織布材及び不織布材（例えば、繊維の不織布ウェ
ブ）、孔あき成形熱可塑性フィルム、孔あきプラスチックフィルム、及びハイドロフォー
ミングされた熱可塑性フィルムなどの高分子材料、多孔質発泡体、網状発泡体、網状熱可
塑性フィルム、並びに熱可塑性スクリムなどの多種多様な材料から製造されてもよい。好
適な織布材料及び不織布材料は、天然繊維（例えば、木材繊維若しくは綿繊維）、合成繊
維（例えば、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、若しくはポリエチレン繊維などの
高分子繊維）、又は天然繊維と合成繊維との組み合わせから成ることができる。トップシ
ート３８が不織布ウェブを含むとき、同ウェブは、多数の既知の技術によって製造されて
もよい。例えば、ウェブは、スパンボンドされるか、毛羽立てられるか、湿式載置される
か、メルトブローンされるか、水流交絡されるか、上記の組み合わせなどを施されてもよ
い。
【００５３】
　トップシート３８に特に好適な材料としては、孔あき成形フィルムが挙げられる。孔あ
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き成形フィルムは体液に対して透過性であり、適切に孔が開けられた場合、液体を逆戻り
させて、装着者の皮膚を再び濡らすという傾向を低減するので、トップシート３８として
好ましい。従って、成形フィルムの身体面（即ち、生理用ナプキン２０の身体面２０Ａ）
は乾燥したままであり、これにより身体汚れが減少し、装着者にとって更に心地よい感触
となる。トップシート３８の好ましい材料は、巨視的に伸張された三次元成形ポリエチレ
ンフィルムである。トップシート３８に好ましい１つの材料は、トレデガーフィルムプロ
ダクツ（Tredegar Film Products）（米国インディアナ州（Indiana））からＸ－１５５
０７のコード番号で入手できる。
【００５４】
　バックシート４０は、好ましくは体液に対して不透過性であり、好ましくは薄いプラス
チックフィルムから製造されるが、他の可撓性液体不透過性材料を使用してもよい。本明
細書において、「可撓性」とは、柔軟性があって、人間の身体の一般的な形状及び輪郭に
容易に適合する材料を指す。バックシート４０は、吸収性コア４２に吸収し封入された体
液が、ベッドシーツ、パンツ、パジャマ、及び下着など、吸収性物品に接触する物品を濡
らすのを防ぐ。故に、バックシート４０は、織布材料若しくは不織布材料、ポリエチレン
若しくはポリプロピレンの熱可塑性フィルムなどのポリマーフィルム、又はフィルムコー
ティングされた不織布材料などの複合材料を包含してもよい。バックシート４０は単層の
材料又は二層以上の材料を包含することができる。バックシート４０は、好ましくは、約
０．０１２ｍｍ（０．５ミル）～約０．０８１ｍｍ（３．４ミル）の厚さを有する。好ま
しい実施形態では、バックシート４０は単層のポリエチレンフィルムである。かかる好ま
しいポリエチレンフィルムは、テドン社（Daedong Co.Ltd.）（韓国キョンブクド（Kyung
Buk-Do））からＤＮＦ－０４１７Ｃ－ＤＧのコード番号で入手できる。
【００５５】
　バックシート４０は、好ましくは、蒸気を吸収性コア４２から逃がす（「通気可能なバ
ックシート」と呼ばれることが多い）一方、体液がバックシート４０を通過することは防
止し得る微小多孔性構造を有する。好ましい微小多孔性ポリエチレンフィルムは、三菱化
学株式会社（Mitsubishi Chemical Corporation）（日本、（東京））からＥｓｐｏｉｒ
－Ｎ－ＰＳＦ－Ｂのコード番号で入手できる。バックシート４０は、布様の外観を提供す
るために、エンボス加工され得る。
【００５６】
　吸収性コア４２は、排泄された体液を収容、吸収、又は保持することができる。吸収性
コア４２は、好ましくは圧縮性があって、適合性があり、装着者の皮膚に対して刺激がな
いものである。吸収性コア４２は、単層の材料又は複数の層をなす材料によって形成され
得る。好ましい実施形態では、吸収性コア４２は、獲得層、又はトップシート３８によっ
て受容された排出体液を獲得層及び吸収性コア５０の他の部分に速やかに移送する二次ト
ップシート（図示せず）を包含する。獲得層は、そのような流体が吸収性コア５０の他の
部分によって吸収されることができるまで、流体を一時的に保持することができる。獲得
層の分配機能は、吸収性コア５０の能力をより十分に利用する上で特に重要である。従っ
て、獲得層は、多種多様な吸収性材料を含んでもよいが、この層は、好ましくは次の及び
それ以降の流体を効果的に獲得し、分配することができるよう、速やかに流体を移送する
ことができると共に濡れても崩れない繊維性材料を含む。
【００５７】
　吸収性コアは、一般にエアフェルトと呼ばれる粉砕木材パルプなど、吸収性物品におい
て一般的に用いられる多種多様な液体吸収材料のいずれかを包含してもよい。特に好まし
い吸収性コア材料は、ウェアーハウザー社（Weyerhaeuser Company）（米国ワシントン（
Washington））からＦＲ５１６のコード番号で入手可能なエアフェルト材料である。
【００５８】
　吸収性コアで使用される他の好適な吸収性材料の例としては、捲縮セルロース塊、コフ
ォームを包含するメルトブローポリマー、化学的に剛化されたか、修飾されたか又は架橋
されたセルロース繊維、けん縮ポリエステル繊維などの合成繊維、ピートモス、ティッシ
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ュラップ及びティッシュラミネートを包含するティッシュ、吸収性発泡体、吸収性スポン
ジ、吸収性ゲル材料、又はあらゆる同等の材料若しくはそれら材料の組み合わせ、又はこ
れらの混合物が挙げられる。
【００５９】
　吸収性コア４２は、多種多様の寸法及び形状で製造されてもよい。吸収性コア４２の周
囲は、それ故、その平面図においてあらゆる形状をとることができる。コア周囲の好まし
い形としては、楕円形、矩形、砂時計形、及び楕円形と矩形の組み合わせが挙げられる。
【００６０】
　一実施形態では、吸収性コア４２は、一貫したキャリパーを有するように、全ての領域
２８，３０，３２において輪郭付けられていない。好ましくは、吸収性コア４２は、中央
領域３２が前側又は後側末端部領域２８，３０の坪量を超える坪量を有するように、縦方
向に輪郭付けられている。より好ましくは、吸収性コア４２は、中央領域３２が中央領域
３２の外側のキャリパーを超えるキャリパーを有するように、中央領域３２内で縦方向に
（そしてまた所望する場合は横方向に）輪郭付けられている。本明細書において、「輪郭
付けられた」とは、材料のある特定の部分が、比較される他の部分のキャリパーを超える
キャリパーを有することを意味する。本明細書において、吸収性コアのキャリパーは、２
５．４ｍｍ（１インチ）の直径区域を有する円形のコンパレータ足部を使用して、０．６
９ｋＰａ（０．１ｐｓｉ）の圧力下で測定される。典型的には、輪郭付けられた部分は、
輪郭付けられた部分が他の部分に比べて身体面２０Ａにおいて膨らんだ形状（又は外観）
を示すように、他の部分よりも吸収性コアの輪郭付けられた部分における材料（単数又は
複数）の量を増加させることによって形成される。図１の実施形態では、吸収性コア４２
は、他の領域２８及び３０よりも中央領域３２において増量された材料（単数又は複数）
を含有する。
【００６１】
　好ましくは、前側末端部領域２８及び後側末端部領域３０は、同じか又は同様のキャリ
パーを有する一方、中央領域３２は、輪郭付けられた構造の結果として、生理用ナプキン
２０の最大キャリパー部分を含む。輪郭付けられた部分の輪郭付けられない部分に対する
キャリパー比は、好ましくは約１．１：１～約３：１、及びより好ましくは約１．２：１
～約２：１の範囲である。図１に示した生理用ナプキン２０では、輪郭付けられた部分の
輪郭付けられない部分に対するキャリパー比は、約１．５：１である。
【００６２】
　生理用ナプキン２０は、比較的厚いキャリパーか、比較的薄いキャリパーか、又は非常
に薄いキャリパーでさえも包含する、あらゆるキャリパーであり得る。図１に示された生
理用ナプキン２０の実施形態は、末端部領域２８及び３０における約４ｍｍのキャリパー
と、中央領域３２における約６ｍｍのキャリパーとを有する、比較的厚い生理用ナプキン
の例であることを意図する。しかし、これらの図を見るとき、示された材料の層の数によ
って、生理用ナプキン２０は、特に横断面において実際よりもずっと厚く見える場合があ
ることを理解されたい。
【００６３】
　トップシート３８、バックシート４０、及び吸収性コア４２は、当該技術分野において
既知の多様な構成、大きさ及び形状に組み立てられてもよい。好ましい構成は、米国特許
第４，９５０，２６４号、第５，００９，６５３号（オズボーン（Osborn）に発行）、米
国特許第４，４２５，１３０号（デマレーズ（DesMarais）に発行）、米国特許第４，５
８９，８７６号及び第４，６８７，４７８号（ヴァン・ティルバーグ（Van Tilburg）に
発行）、及び米国特許第５，２３４，４２２号（スネラー（Sneller）らに発行）に記載
されている。
【００６４】
　トップシート３８及びバックシート４０は、典型的には吸収性コア４２よりも概ねより
大きい長さ及び幅寸法を有する。トップシート３８及びバックシート４０は、吸収性コア
４２の縁部を越えて延び、共に接合されて、一対の中央サイドフラップ５２を形成する。
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これらのトップシート３８及びバックシート４０は、当該技術分野において既知のあらゆ
る手段（例えば、接着剤）で接合され得る。
【００６５】
　中央サイドフラップ５２は、当該技術分野において既知のあらゆる適した構成及び形状
であり得る。好適なフラップが、米国特許第５，３８９，０９４号（ラバシュ（Lavash）
ら、１９９５年２月１４日発行）と、米国特許第５，５５８，６６３号（ワインバーガー
（Weinberger）ら、１９９６年９月２４日発行）に記載されている。
【００６６】
　図１に示された実施形態では、中央サイドフラップ５２は、生理用ナプキン２０の本体
部分２５と一体化している（即ち、これらのフラップ５２は、本体部分２５からトップシ
ート３８及びバックシート４０の一体延長部を含む）。あるいは、これらのフラップは、
トップシート３８及びバックシート４０とは別個の材料によって形成されることができ、
これらは、あらゆる適した仕方で生理用ナプキン２０の本体部分２５に接合される。その
場合、フラップはそれぞれ、接合部、典型的には縦方向に配向された（又は「縦方向の」
）接合部（図示せず）に沿って本体部分２５に接合される（又は関連付けられる）。好ま
しいサイドフラップ構造体が、例えば、米国特許第５，３８９，０９４号（ラバシュ（La
vash）ら、１９９５年２月１４日発行）と、米国特許第５，５５８，６６３号（ワインバ
ーガー（Weinberger）ら、１９９６年９月２４日発行）に記載されている。
【００６７】
　生理用ナプキン２０は、当該技術分野において既知であるような接着剤固定具によって
、装着者のパンティー又は下着に取り付けられる。固定具は、生理用ナプキン２０のバッ
クシート４０の衣類面２０Ｂに付着した、複数個の接着剤のパッチ（図示せず）を含む。
生理用ナプキン２０が装着者の下着のクロッチ区域に付着して生理用ナプキン２０を適所
に維持できるように、それら固定具は、生理用ナプキン２０の本体部分２５上に配置され
た１つ又は２つの（又は所望する場合はそれより多くの）接着剤パッチ（即ち、パンティ
ー固定用接着剤）を包含する。それらの固定具はまた、生理用ナプキン２０の中央サイド
フラップ５２の衣類面２０Ｂ上に配置された一対の追加的な接着剤パッチ（即ち、フラッ
プ接着剤）を包含しており、使用中に装着者の下着の下面に付着し、ナプキン２０を適所
に維持してフィット性を改善する。剥離ストリップを包含する好ましい接着剤固定具構造
体は、例えば、米国特許第６，０７４，３７６号（ミルズ、２０００年６月１３日発行）
に記載されている。
【００６８】
　図４は、本発明の別の好ましい実施形態である生理用ナプキン２１の平面図である。図
１の実施形態と比較して、生理用ナプキン２１は、後側末端部領域３０が前側末端部領域
２８よりも大きい幅及び長さを有するように、細長く非対称に成形されている。生理用ナ
プキン２１は、中央領域３２及び後側末端部領域３０の遷移区域において、一対の縦方向
チャネル６６を更に包含する。他の部分は、図１に示した生理用ナプキンのそれに似てい
る。
【００６９】
　前側及び後側末端部領域２８，３０の幅は、生理用ナプキン２０の縦方向縁部２２の間
の横方向距離によって画定される。後側末端部領域３０の前側末端部領域２８に対する幅
の比は、好ましくは約１：１～約２．５：１の範囲である。より好ましくは、後側末端部
領域３０の前側末端部領域２８に対する幅の比は、約１．２：１である。前側末端部領域
２８の中央領域３２に対する縦方向長さの比は、約１：１～約１：４であり、中央領域３
２の後側末端部領域３０に対する縦方向長さの比は、約１：０．５～約１：３である。図
４に示された好ましい実施形態では、前側末端部領域２８の中央領域３２及び後側末端部
領域３０に対する縦方向長さの比は、約１：２．０：１．９である。
【００７０】
　図５は、本発明の更に別の好ましい実施形態である生理用ナプキン２３の上面図である
。図１の実施形態と比較して、生理用ナプキン２３は、異なるチャネル設計、即ち、前側
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チャネル２１１、中央チャネル２１２、及び後側チャネル２１３を有する。中央チャネル
２１２は、内方に凸状の一対の縦方向チャネル２６１と、外方に凸状の一対の横方向チャ
ネル２６２とを包含する。中央チャネル２１２は、外方に凸状の一対の縦方向チャネル２
６３と、外方に凸状の一対の横方向チャネル２６４とを更に包含する。外方に凸状の対の
横方向チャネル２６２及び外方に凸状の一対の縦方向チャネル２６３は、中央領域３２に
おいて楕円形のチャネル２６０を形成する。生理用ナプキン２３は、中央領域３２内に配
置された強化構造体２７０を更に包含する。強化構造体２７０は、その各々が２つの横方
向チャネル２６２及び２６４によって形成された２つの横方向強化要素２７１を包含する
。
【００７１】
　前側チャネル２１１は、外方に凸状の４つの円弧形チャネル２１１ａ及び２１１ｂを包
含する一方、後側チャネル２１３は、外方に凸状の４つの円弧形チャネル２１３ａ及び２
１３ｂを包含する。前側チャネル２１１及び後側チャネル２１３は任意であるが、それら
は、特に図５に示されるように各領域２８及び３０において外方に凸状の円弧様の強化要
素２７３，２７４も提供する場合、好ましいことに留意されたい。即ち、生理用ナプキン
２３は、前側末端部領域２８内に形成された円弧形チャネル２１１ａ及び２１１ｂによっ
て形成された、外方に凸状の円弧様の強化要素２７３と、後側末端部領域３０内に形成さ
れた円弧形チャネル２１３ａ及び２１３ｂによって形成された、外方に凸状の円弧様の強
化要素２７４とを更に包含している。
【００７２】
　試験方法
　この方法は、外部からかけられる圧縮に対する試料部材（即ち、吸収性物品）の圧縮弾
性率を決定するために使用される好ましい手順について説明する。一般に、この手順には
、試料部材のプローブ接触区域において予め定められたプローブによって試料部材が押し
下げられた時に発生する力の割合の測定が伴う。測定に際して、圧縮弾性率は、当初の厚
さの７５％で（即ち、２５％のひずみで）試料部材が連続的に押し下げられた時に単位ひ
ずみを引き起こすのに必要とされる圧力ｋＰａ（キロパスカル）の割合として測定される
。
【００７３】
　試験装置は、水平の平滑で硬いプレートと、水平プレートの上方に配置された垂直に移
動可能な棒とを含む。プレートは、ステンレススチール又は他の硬い非腐食性金属製であ
るべきである。好ましいプレートはステンレススチールプレートである。
【００７４】
　試料部材を水平プレート上に固定する。面積約２ｃｍ２の平坦な円形頂部を有するプロ
ーブを、プローブの頂部が試料部材の上面のわずかに上方に配置されるように棒に取り付
ける。試料部材の、プローブの頂部が接触する部分を「プローブ接触区域」と呼ぶ。プロ
ーブを圧力センサに接続し、その圧力センサにより、プローブを通じて、プローブ接触区
域において部材から発生する弾性圧力を測定する。
【００７５】
　棒が約０．０１ｃｍ／秒のクロスヘッド速度で、厚さが当初の厚さの６５％（即ち、４
５％のひずみ）になるまで下方に移動する。センサによって測定される弾性力をレコーダ
（例えば、コンピュータシステム）で連続的に記録する。試料部材の当初の厚さを、０．
０４９ｋＰａの圧力下でのプローブの頂部と水平プレート間の距離によって決定する。当
初の厚さの７５％（即ち、２５％のひずみ）で１％のひずみを引き起こすのに必要とされ
る圧力（ｋＰａ）の割合をシステムによって自動的に計算する。この測定を異なる試料部
材で少なくとも３回繰り返すのが好ましい。測定値の平均値を圧縮弾性率として定義する
。
【００７６】
　測定用の好ましい試験装置は、カトーテック社（Kato Tech Co.,）（日本、京都）から
コード番号「ＫＥＳ　Ｇ－５」で入手可能である。
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【００７７】
　「発明を実施するための最良の形態」で引用した全ての文献は、関連部分において本明
細書に参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に関して先行技
術であることを容認するものとして解釈すべきではない。この文書における用語のいずれ
かの意味又は定義が、参考として組み込まれた文献におけるその用語のいずれかの意味又
は定義と矛盾する範囲については、本文書においてその用語に与えられた意味又は定義が
優先するものとする。
【００７８】
　本明細書に開示される寸法及び値は、列挙された正確な数値に厳しく制限されるものと
して理解されるべきでない。それよりむしろ、特に指定されない限り、こうした寸法はそ
れぞれ、列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味することを意図す
る。例えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意
図する。
【００７９】
　本発明の特定の実施形態を例示し記載したが、本発明の精神及び範囲から逸脱すること
なく、他の様々な変更及び修正を実施できることが、当業者には明白であろう。したがっ
て、本発明の範囲内にあるそのような全ての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲で扱
うものとする。
【００８０】
　明細書は、本発明を形成すると見なされる主題を特に指摘し、明確に請求している請求
項により結論とするが、本発明は、添付図面と共に示す以下の説明により更に理解できる
であろうと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の吸収性物品の好ましい実施形態の平面図。
【図２】図１の線２－２に沿って取った、図１に示された吸収性物品の概略の断面図。
【図３】図１に示された吸収性物品に形成されたエンボスチャネルの斜視図。
【図４】本発明の吸収性物品の別の好ましい実施形態の平面図。
【図５】本発明の吸収性物品の更に別の好ましい実施形態の平面図。
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